
　請願者である協議会については、
議会において請願が採択されたこ
とから、市では協議会の経緯など
の確認を行うことは考えていない。
しかしながら、今後も路線バスの
運行予定事業者のみならず、必要
に応じて協議会からの聞き取りも
行っていく。

　子どもの権利条約を根底に据え
た保育の充実を求める。全児童の
約２割が児童クラブを利用してい
る。待機児童の解消、施設の狭さ
の克服(雨天時等)、学校との連携、
保育に携わる方々の資質の向上な
ど、子どもたちの健やかな成長・
発達にご努力いただきたい。

　子どもの最善の利益を考慮して
学童保育の充実に取り組んでいく。
増大する保育ニーズに対応するた
め、安全面に配慮し、面積基準の
範囲内で受け入れを行う。支援員
の資質の向上を図り、学校施設の
利用については、教育委員会や学
校と協議をしていく。

問 学童保育の充実を 答 児童の育成支援を
推進していく

　国の生徒指導に関する基本文書
「生徒指導提要」が12年ぶりに改
訂される。改訂では、「児童生徒
の権利の理解」として子どもの権
利条約の重要性が強調され、校則
の見直しについても言及している。
これを学校でどう生かしていくの
か、教育委員会の見解を求める。

　改訂にあたり、これまで以上に
提要の内容が浸透していくよう働
きかけをしていく。子どもの権利
条約については、研修や資料の提
供を通じて認知度を高めていく。
校則の見直しについては、児童生
徒からの自主的な声を大切にして
適切に対応していく。

　生活福祉資金貸付制度は、「新
型コロナ感染症対策」のために制
度拡大が行われ、日常生活の維持
が困難になっている世帯の支援と
して役立っている。しかし、５年
１月から貸付金の返済が始まり、
これに対する免除も検討されてい
るがどのような状況なのか。

　借受人と世帯主の住民税が非課
税である場合など、一定の要件に
当てはまる方は、返済の免除を受
けることができる。借受人に対し
ては、特例貸付の実施主体である
県社会福祉協議会から、返済開始
の案内とともに、返済免除の案内
通知を送付している。

問 生活福祉資金貸付制度の
現状と今後 答 返済免除の案内を

送付して周知している

　南小学校周辺の開発問題は喫緊
の課題だが、この周辺の道路整備
はどのような状況にあるのか。さ
らに、通学路として整備すべき道
路はないのか。公共下水道周辺の
道路を市道として整備する考えは
ないか。また、学校周辺の道路の最
高速度は30km/hにしてはどうか。

　南小学校北側道路を設計中であ
り、来年度以降に工事着手する。
　通学路への防犯灯は、行政区長
の要望により設置する。公共下水
道雨水幹線の管理用通路は、市道
としての取得予定はない。速度規
制は、行政区長の要望に基づき、
県公安委員会に要望する。

黒須大一郎 議員
（白岡ビジョン）

問 南小学校周辺の
整備問題について 答 南小学校周辺道路の

整備を推進していく

　国は、給食時に黙食をすること
を求めてはいなく、衛生管理マニュ
アルを参考に地域に合った対応を
お願いしている。児童生徒と感染
関連の情報を共有し、子どもの意
見等を聞き取り入れる機会を設け、
学校生活をWithコロナに向けた新
たな段階としていくべきだ。

　引き続き、各小・中学校に対し
て、衛生管理マニュアル等に沿っ
た適切な感染対策及び対応を行う
よう指導していく。児童・生徒の
意見等も参考にし、教育活動を行
うことができるよう、各小・中学
校に対して、機会の創出を呼びか
けていくことを検討していく。

問 Withコロナに向けた
新段階の学校生活を 答 より充実した

学校生活を実現していく

　全国的にも少ないハコモノを削
減する公共施設再編実施計画は、
公約に無いもので就任後に唱えた
計画だ。教育や行政サービス等の
最重要事項であり、市民に理解と
共感を得られる計画とするには、
次期市長選挙までに公共施設の具
体的な再編の方針を示すべきだ。

　公共施設再編の実行計画は、市
民生活に大きな影響があることか
ら、市民の皆様の理解や共感を得
られる計画となるよう丁寧に策定
していくことが重要である。一方
で、一部の施設では、老朽化が進
んでいるため、出来る限り早急に
策定していきたい。

問 公共施設再編方針を
次市長選までに示せ 答 実行計画は丁寧かつ

早急に策定していく

　校務ＤＸが進む中、未だに手書
きの書類がある約30年前の事務処
理では当市の教員の働き方改革は
進まない。県内では82.6％の自治
体で稼働している統合型校務シス
テムの導入を早急に求める。また、
時間外は留守番電話対応にする等、
教員の業務負担軽減を求める。

　教職員の事務作業は膨大であり、
本来の教職員の業務である児童生
徒と向き合う時間の確保が困難な
状況である。今後は校務事務の負
担の軽減及び合理化を図るため、
校務支援システムの導入等につい
て関係課と連携を図り、教職員の
働き方改革を推進する。

問 本気で教員の
働き方改革を 答 業務の負担を軽減し

働き方改革を進める

　８年度に本格始動する地域部活
動の実施主体は、現在の教育指導
課ではなく、スポーツ・文化振興
の担当課となる。よって中学校の
部活動のことだからではなく、教
育委員会内の連携は必須である。
スケジュールも含めて教育委員会
内の連携体制について伺う。

　７年度までにすべての部活動で
地域移行を目指す。生涯学習関係
課と連携を図り、生徒の望ましい
成長を保障できるよう、持続可能
で多様な環境を一体的に整備して
いく。「地域の子どもたちは地域
で育てる」という意識のもと教育
委員会一丸となって取り組む。

問 教育委員会内の連携を 答 教育委員会一丸となって
取り組んでいく

問 生徒指導提要の
改訂を契機に 答 適切な生徒指導の実践に

つなげていく

野々口眞由美 議員
（TSUNAGU）

山﨑巨裕 議員
（日本共産党）

関口昌男 議員
（日本共産党）
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